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【開催日】 令和２年６月１０日 

【開催場所】 第２委員会室 

【開会・散会時間】 午後１時３０分～午後３時３８分 

【出席委員】 

分 科 会 長 髙 松 秀 樹 副 分 科 会 長 山 田 伸 幸 

委     員 伊 場   勇 委     員 水 津   治 

委     員 長谷川 知 司 委     員 藤 岡 修 美 

委     員 松 尾 数 則 委     員 宮 本 政 志 

委     員 吉 永 美 子   

【欠席委員】 

なし 

【委員外出席議員等】 

議     長 小 野   泰 副  議  長 矢 田 松 夫 

【執行部出席者】 

副市長 古 川 博 三 総務部長 川 地   諭 

総務部次長兼人事課長 辻 村 征 宏 人事課主幹 光 井 誠 司 

総 務 課 長 田 尾 忠 久 企画部長 清 水   保 

企画部次長兼企画課長 和 西 禎 行 企画課主幹 工 藤   歩 

企画課政策調整係長 佐 貫 政 彰 企画課行政経営係長 福 田 淑 子 

市民部長 川 﨑 浩 美 市民部次長兼市民活動推進課長 木 村 清次郎 

文化スポーツ推進課長 石 田 恵 子 文化スポーツ推進課課長補佐 南 部   聡 

福祉部長 兼 本 裕 子 福祉部次長兼社会福祉課長 岩 佐 清 彦 

福祉部次長兼健康増進課長 尾 山 貴 子 高齢福祉課長 麻 野 秀 明 

高齢福祉課主幹 大 井 康 司 高齢福祉課課長補佐兼地域包括支援センター長 荒 川 智 美 

健康増進課主査兼健康管理係長 林   善 行 高齢福祉課健康増進係長 古 谷 直 美 

子育て支援課長 長 井 由美子 子育て支援課主幹 別 府 隆 行 

子育て支援課主査兼保育係長 野 村   豪 建設部長 森 弘 健 二 

建設部次長兼下水道課長 井 上 岳 宏 都市計画課長 高 橋 雅 彦 

都市計画課課長補佐兼計画係長 大 和 毅 司 都市計画課管理緑地係長 森 山 まゆみ 
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教育長 長谷川   裕 教育部長 岡 原 一 恵 

教育次長兼教育総務課長 吉 岡 忠 司 学校給食センター所長 山 本 修 一  

学校給食センター主査兼管理係長 和 田 英 樹 社会教育課長 舩 林 康 則 

社会教育課主査 池 田 哲 也 中央図書館長 山 本 安 彦 

中央図書館副館長 平 中 孝 志 厚狭図書館副館長 坂 根 良太郎 

 

【事務局出席者】 

事 務 局 長 尾 山 邦 彦 事 務 局 次 長 石 田   隆 

 

【付議事項】 

１ 議案第６５号 令和２年度山陽小野田市一般会計補正予算（第７回）につ

いて 

 

午後１時３０分 開会 

 

髙松秀樹分科会長 それでは、皆さんお疲れ様です。ただいまより、一般会計

予算決算常任委員会新型コロナウイルス感染症対策分科会を開会いたし

ます。本日は、議案第６５号令和２年度山陽小野田市一般会計補正予算

（第７回）についてです。まず審査番号１番、企画部、総務部に来てい

ただいておりますので、説明をお願いいたします。 

 

和西企画部次長兼企画課長 令和２年度６月補正予算における新生児応援金給

付事業の御説明をさせていただきます。この度の補正予算は、新生児応

援金給付事業を実施するため、４，０１３万８，０００円を計上するも

のです。予算費目について御説明する前に、新生児応援金給付事業の概

要等について御説明します。本日お配りした資料、新生児応援金給付事

業についてを御覧ください。新型コロナウイルス感染症の拡大による影

響の下、感染対策に高度の配慮が必要な出産により大きな精神的負担が

あった妊婦及び御家族に対し、新生児応援金を給付することにより出産

の苦労に対するお見舞いの気持ちを示すとともに、子育てに伴う経済的
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負担の軽減を図り、もって子供の健全な育成に資することを目的として、

新生児一人当たり１０万円を母又は父に給付します。なお、国民一人当

たり１０万円の特別定額給付金が支給されることになりましたが、令和

２年４月２８日以降に生まれる新生児は対象とならないため、同じ学年

で支給されるかどうかの差異がないよう、令和２年４月２８日から令和

３年４月１日の間に生まれた新生児を対象とします。新生児応援金の給

付対象者ですが、約４００人を見込んでおり、令和２年４月２８日から

令和３年４月１日の間に生まれた新生児の母又は父となります。具体的

な要件としては、出生時に母又は父が山陽小野田市内に住所を有してい

ること、新生児が母又は父と同一の山陽小野田市内の住所地に登録され

ること、申請時までに新生児及び母又は父が引き続き山陽小野田市内に

居住していることとなります。申請の方法ですが、特別定額給付金と同

様に、原則として郵送による申請とします。具体的には、市から対象者

に申請書の様式と返信用封筒を送付、続いて、対象者から申請書を郵送

にて受け付けます。その後、市において、申請書の処理、交付決定を行

った後、交付決定通知書を送付するとともに、金融機関の口座に振り込

むこととなります。周知の方法ですが、出生届の提出時にチラシを渡す

ほか、市広報に掲載します。また先ほども述べましたが、対象者には申

請書を随時送付します。続きまして、歳出予算について御説明します。

補正予算書の１８ページ、１９ページ、２０ページ、２１ページが該当

になります。２款総務費、１項総務管理費、３１目新型コロナウイルス

対策費のうち、新生児応援金給付事業の実施に必要な事業費及び事務費

として４，０１３万８，０００円を計上しております。新生児応援金に

係る歳出の詳細ですが、１１節需用費の消耗品２万５，０００円。これ

は、申請書の用紙や封筒等を購入する費用。１２節役務費の通信運搬費

１１万３，０００円は、対象に対する申請書の送付、申請するときの返

信、交付決定通知書の送付に要する郵送料となります。続きまして、補

正予算書の２０ページ、２１ページをお開きください。１９節負担金、

補助及び交付金４，０００万円は、新生児一人当たり１０万円を給付す

るためのもので、４００人分を計上しております。説明は以上です。よ
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ろしくお願いします。 

 

辻村総務部次長兼人事課長 同じく補正予算書、２款総務費、１項総務管理費、

３１目新型コロナウイルス対策費のうち、人事課に係る分について御説

明させていただきます。今回、人事課につきましては、緊急対応型雇用

創出事業ということで、新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けて、

採用内定を取り消された市民や失業した市民を優先して雇用し、就職す

るまでの間の市民生活の支援を行うもので、１０名程度、市の会計年度

職員として雇用しようとするものです。それでは、お手元の資料の１８、

１９ページを御覧ください。まず、２節給料及び３節職員手当等、４節

共済費、これらを合わせた１，８５０万２，０００円は、先ほど申しま

したように、会計年度任用職員として１０名程度を雇用する人件費です。

以上です。 

 

田尾総務課長 引き続きまして総務課から御説明申し上げます。２０ページ、

２１ページを御覧ください。３１目新型コロナウイルス対策費、２５節

積立金、２，０４１万８，０００円は、新型コロナウイルス等感染症対

策基金への積み立てです。ここで、お配りしております別紙資料「一般

会計補正予算第７回休止縮小事業一覧」を御覧いただきたいと思います。

こちらには、この度、休止・縮小いたしました４１事業を載せておりま

す。このうち、右から２番目「うち一般財源」とありますが、こちらに

記載のある一般財源のある３４事業分を、こちらの基金に積み立てるも

のです。こちらの資料の３ページの一番下、新型コロナウイルス等感染

症対策基金積立額を御覧ください。５月の臨時会で３３６万５，０００

円を既に積み立てておりまして、今回２，０４１万８，０００円を積み

立てまして、合計が３，００３万１，０００円となるものです。説明は

以上です。（発言する者あり） 

 

髙松秀樹分科会長 ちょっと待っておきます。 
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田尾総務課長 失礼しました。合計金額は２，３７８万４，０００円となるも

のです。説明は以上です。 

 

髙松秀樹分科会長 今の２，３７８万４，０００円っていうのは、どこの数字

がそれに変わったということ。３００３１、２０４１８、どの数字。 

 

田尾総務課長 失礼しました。３ページ目の一番下の数字です。５月臨時会分

が３３６万５，０００円。今回６月議会分が２，０４１万８，０００円。

これを合計したものが２，３７８万３，０００円ということになります。

プラス、利子分の１，０００円を加えて、２，３７８万４，０００円と

なるものです。 

 

髙松秀樹分科会長 以上で、執行部の説明が審査番号１については終わりまし

た。質疑に入りますが、一つずつ行きましょうね。まず、企画課分につ

いての質疑から。資料等もはい。どうぞ、質疑のある委員は。 

 

山田伸幸副分科会長 今回のこれは市独自の事業だと思うんですけれど、これ

に充てられる交付金というのはあるんですか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 今回、県に実施計画を出させていただきましたが、

トータルで１０億円になっております。その中には入ってはおりますが、

御存じのとおり、今、国から第１次で地方創生臨時交付金で下りてきて

いるのが２．２億円なので、大幅にオーバーしております。どれを充て

るかという話になるんですが、そういう状況であるというところです。 

 

山田伸幸副分科会長 １０億円っていうのは、これは山陽小野田市にっていう

ことで、もう県のほうからそういう内示というか伝達があったというこ

となんですか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 内示がありましたのは、内示額として２億２，０
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００万円、山陽小野田市に臨時給付金があるということの内示がありま

して、山陽小野田市として、このコロナ対策の事業として、どのような

事業を実施していくかというのを当初予算、予備費含めて、全部足し込

んでいきますと今１０億円というところになっておりますので、その１

０億円を県に提出しておるところです。 

 

髙松秀樹分科会長 総額ね。はい。 

 

伊場勇委員 この対応をする窓口っていうのは、企画で考えていらっしゃるん

でしょうか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 はい、そのとおり、企画課で対応させていただき

ます。 

 

髙松秀樹分科会長 新生児応援金給付事業で、説明の１行目から２行目のとこ

ろに、「感染対策に高度な配慮が必要な出産により大きな精神的負担が

あった妊婦及び御家族」って書いてありますが、これは、いわゆる今後、

生まれる新生児に対してということですか。それとも、何か高度な配慮

っていう言葉が全く分からないんですが、この辺の意味合いというのは

どう解釈したらいいですか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 すいません、言葉の解釈になると思うんですが、

通常、妊娠された妊婦や御家族の過ごされる十月十日に比べて、かなり

いろんなことに気を配っていかないといけないという意味で、高度な配

慮と、コロナウイルスということに対しての配慮が必要ということで、

高度な配慮という表現を使わせていただいたところです。 

 

髙松秀樹分科会長 つまり、コロナ状況下において出産をされるっていう意味

合いでこういう書き方をしておるということですね。(「はい」と呼ぶ者

あり)ということは、これは特別定額給付金が４月２７日までだったです
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よね、前のは。それを、それ以降生まれた新生児についても１０万円を

給付していこうという新たなコロナ対策ということで捉えていいという

ことですね。(「はい」と呼ぶ者あり)はい、分かりました。 

 

宮本政志委員 大体いつぐらいから始められる予定ですか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 議会において議決していただいた後、早急に取り

掛かっていこうと思います。既に４月２８日から日が過ぎておりますの

で、すぐ取り掛かってまいりたいと。議決後、すぐ取り掛かってまいり

ます。 

 

宮本政志委員 そうすると、これらの要件で出生時に母又は父が住所を本市に

有していることということは、もう仮に、じゃあ出生、生んだのは市内

であるけれども、実際これが始まったときにはもうよそに行かれていた

らもう駄目ですよね、当然。 

 

和西企画部次長兼企画課長 はい。そのようになります。 

 

宮本政志委員 それと、なかなか可能性は低いかもしれませんけど、これ、両

親である母と父が、認定されないっていうか、分からないっていうか不

明っていうことはもうあり得ませんよね。必ず生まれたとき、やっぱ、

お母さんから生まれるわけですから、そういう心配はないということで

すよね。 

 

和西企画部次長兼企画課長 そのようなことはないと思いますが、配慮、配慮

って、すいません、また配慮っていう言葉使うんですが、いろんな御事

情がおありの場合もありますので、そのような方につきましては、ケー

ス・バイ・ケースで対応はしっかりしてまいりたいと思います。 

 

吉永美子委員 そうなってくると、いつも問題になっておりますＤＶ関係で、



8 

 

やむなく市外に子供を連れて出ておられるお母さんとか、そういうとき

の対応はどう考えておられるんですか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 その辺りにつきましても、関係機関としっかり情

報を共有しながら進めてまいりたいと考えております。 

 

吉永美子委員 そういうふうに言葉としては言われるけれど、どのように情報

共有というのが。やっぱり今回の定額給付金とかの問題とかでも、やっ

ぱり何ていうんですかね、警察に相談してどうのって、結構難しかった

りしませんでしたか。だから、その辺っていうのはどのようにやられる

んですか。定額給付金と同じような形になるんですか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 すいません、定額給付金の件を私は余り詳しく存

じませんで、ここで言えないんですが、昨年プレミアム商品券の総括を

担当しておりまして、今、委員が言われたＤＶ関係等についての配慮と

いうのは進めてまいりましたので、同じような手順で、市の中では今、

市民活動推進課の中にＤＶ担当等がおりますので、その辺りと意思の疎

通を図りながら進めていきたいと考えております。 

 

水津治委員 対象者が４００人という予定なんですが、これはある程度、どの

ような数字を根拠に出された数字か。 

 

和西企画部次長兼企画課長 ここ数年の山陽小野田市の出生者を見込みまして、

その対象を見ながら、約１年、１１か月になりますが、はじき出してい

るところです。 

 

水津治委員 ３の要件の中の３番目、母又は父が引き続き市内に居住している。

この引き続きっていうのは、日数でいうとどのぐらいを考えておられま

すか。 
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和西企画部次長兼企画課長 ケース・バイ・ケースと思うんですが、お子様が

生まれてから役所に出生届を出されるまでの間ということで、引き続き

という表現をさせていただいているところです。 

 

山田伸幸副分科会長 この事業は、ほかの県や他市でもあるんでしょうか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 宇部市、下関市が６月３０日までの出生というこ

とを限定して実施するというのは聞いております。それから、全国でも

数例ありまして、岡山県浅口市というところは本市のように同じ年度内

で対応すると聞いておるところです。 

 

髙松秀樹分科会長 対象が令和３年４月１日生まれまでを対象にしたっていう

のは、同学年について対象としたと捉えていいんですか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 お見込みのとおりです。いつまでということも中

でも話はしましたが、区切る基準としては同じ学年というのが一番いい

だろうというところで、この日付にさせていただいたところです。 

 

髙松秀樹分科会長 よろしいですか皆さん。(「はい」と呼ぶ者あり)はい。な

ければ、次の人事課分の緊急対応型雇用創出事業、これについて質疑が

ある方は。１０名程度雇用ということですが。 

 

山田伸幸副分科会長 もう大体の事業は、ほぼ終わっているんですけど、今後

どういった仕事に就いてもらうという気持ちなんでしょうか。 

 

辻村総務部次長兼人事課長 今後、事業というか、コロナ対策としての事業も、

当然、まだ多少なりとも出てきておるところです。その事業に就くとい

うこともありますけれども、市の業務として補助を必要とする、そうい

った業務があるものについて、必要とするところにこういった方々を優

先して雇用させていただくということをさせていただきたいということ
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です。 

 

山田伸幸副分科会長 その際に、例えば、ハローワークを通して来るとかそう

いうことが条件としてあるんでしょうか。 

 

辻村総務部次長兼人事課長 そういった、例えば採用内定を取消しされた人な

んかが、企業からそういった停止とか、そういう通知なんかあると思い

ますけども、そういったものとか、ハローワークでそういった明確にそ

ういった書類があればそれでも結構ですし、こちらで、そういうような

コロナの関係で失業になったという何らかの書類を確認できれば、そう

いう形で持っていらしてくれれば、それで確認したいと思っています。 

 

山田伸幸副分科会長 いわゆるフリーランスなんかは対象外なんでしょうか。 

 

辻村総務部次長兼人事課長 ちょっとそこまでの区分分けはしていませんけど

も、それが明確にコロナで業務ができない、そして、もう、今度は会計

年度で当面働きたいということであれば、それも可能かなとは思ってお

ります。 

 

吉永美子委員 そうすると、要は会計年度っていうか来年の３月までの限定で

の採用ということですね。 

 

辻村総務部次長兼人事課長 申しましたように一応、次の就職を決めていただ

くまでの間ということで、一応今年度限定、最長でも今年度末というと

ころです。 

 

水津治委員 これは、いつから始められますか。 

 

辻村総務部次長兼人事課長 今回予算が通れば、そこから募集を開始するとい

うことですので、その後ということです。 
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吉永美子委員 これが就職氷河期世代の何ていうかな、助けになるかどうか分

からないけど、全国的には大きい市とかで就職氷河期世代の方でなかな

か正規に就けなかったとか、そういう方を応援するとかっていう取組し

ておるところでありますけど、その辺っていうのは就職氷河期世代って

いうのは全く関係ないっていうことですか。 

 

辻村総務部次長兼人事課長 今回はちょっとそこの世代の方ということではな

いということです。 

 

髙松秀樹分科会長 ほか、よろしいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)なければ、

次、総務課の基金の積立てのことについて質疑を受けますが、これ、一

覧表がお手元にあるんですが、ほかの常任委員会の所管している部分の

中身については、このコロナ委員会では言及をしませんので、単純に積

立金額のことについての質疑を求めたいと思います。 

 

吉永美子委員 以前お聞きしたときに、今年度は積み立てるだけであって、と

いうお話が委員会の中で答弁が出ておりますが、それは変わりないのか。

それとあわせて、幾らまでを想定をしての積立てを考えておられるのか。 

 

川地総務部長 前回のコロナ委員会で申し上げましたとおり、今年度での取崩

しは考えておりません。目標額については、特に具体的には定めており

ません。 

 

吉永美子委員 目標額がないということは、要は、今第２波は、第３波とか、

心配する声も上がっていて、長期化っていうこともあり得るわけですが、

来年度に入って想定されるこういった対策を長期化した場合には考えて

いかなきゃいけないとかそういう想定は今のところ全くないということ

ですね。 
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川地総務部長 そのとおりです。 

 

長谷川知司委員 休止、縮小事業の決め方です。これはどのようにして決めた

のかを教えてください。 

 

和西企画部次長兼企画課長 ５月議会において、８月までのイベント、あるい

は８月以降であっても準備が必要なものについての休止についてお話し

させていただきましたが、今回につきましては、イベント以外でも事業

についても見直しが行えないかということで全庁的に調査を行ったとこ

ろです。基準としましては、法令により義務付けられている事業や、市

民の生活や健康、生活への影響が大きい事業、契約済みの事業、早急に

実施しないと適正管理への影響が大きい事業等々、そのような観点以外

のものについてどうでしょうかということで、庁内で協議を行い、減額

することができた事業について、今回上げさせていただいているところ

です。 

 

長谷川知司委員 ということは、原課がそのように申し出てきたという理解で

いいですか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 お見込みのとおりで、原課から上がってまいりま

して、そのうち企画課のほうとヒアリングを重ねて、今回予算計上させ

ていただいたところです。 

 

髙松秀樹分科会長 ほかはいいですか。ちょっと金額の確認をもう一遍させて

ください。合計が違っていたっていうことで、２,３７８万４,０００円

ですけど、その上の一般財源の合計が２，０６０万７，０００円ですよ

ね。これがそのまま今回の積立額に来るんじゃないんですか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 実は、トータルを足していくとその金額になるん

ですが、例えばキャンプ誘致推進補助事業、２ページの一番上にあるん
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ですが、これにつきましては来年度実施する必要があるので、コロナ基

金ではなくて財政調整基金に積み立てるというような財源充当のやり方

をやっておりますので、イコールになってないと。 

 

髙松秀樹分科会長 キャンプ誘致補助事業って、一般財源はゼロになっていま

すよ。 

 

和西企画部次長兼企画課長 今日お配りした資料の色が付いている部分ですね。

その事業につきましては財政調整基金に積んでいきますので、その差額

分が今回コロナ基金にということになります。 

 

髙松秀樹分科会長 まとめますと、２，０６０万７，０００円という数字は、

この一覧表から網掛がある部分を引いた数字であると。網掛け部分は、

これはこの基金に積み上げるんじゃなくて、財調に積み上げるというこ

とですね。だから、ここの足し算が合わないっていうことになるんです

ね。(「はい」と呼ぶ者あり)ということらしいです。ほか、ありますか。

いいですか。なければ、職員入替えですね。ここで暫時休憩をして、２

時５分に再開します。では、休憩します。 

 

 

 

 

 

髙松秀樹分科会長 それでは委員会を再開します。審査番号２番、歳出の一番

最初は文化スポーツ推進課から説明をお願いします。 

 

和西企画部次長兼企画課長 文化スポーツ推進課からの説明の前に、今から審

議いただく内容ですが、２０ページ、２１ページの２２節補償、補填及

び賠償金１２３万６，０００円、これはきららガラス未来館の指定管理

料の補填の予算ということで計上させていただいておるところです。ま

午後１時５５分 休憩 

午後２時０５分 再開 
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ず、指定管理者制度を担当しております企画課から今回の予算計上につ

いての総括的な説明をさせていただきます。新型コロナウイルス感染拡

大防止の措置として、市が市内公共施設の利用中止を決定したことに伴

いまして、指定管理者制度を導入しております施設においても同様の措

置を行いました。指定管理者制度を導入する施設における管理運営は、

市と指定管理者とで締結された協定書、仕様書及びリスク分担表に基づ

き行われます。今回の事案につきましては、リスク分担表に定める市の

指示による事業の中止に該当するものであり、これにより生じるリスク

は市が負担することとなっておりますので、それに従い今回、損失補償

金額を予算計上させていただきました。補償金額の算出方法についてで

す。まず、市の利用中止決定に基づき、休館等を行った期間における各

月の収入の減少額を精査しました。今回は３月、４月、５月の３か月に

わたりました。一方で収入の減少だけでなく、休館に伴い、支出減少と

なるものもありましたので、それら減少となった収入及び支出を現在の

指定管理料委託料算定時の見込額と比較を行い、収入支出での影響額を

算出し、相殺したところ、収入面での減少額のほうが上回った、つまり

損失が生じた施設について、その損失額を補償することとしました。今

日お配りした資料１、資料２を御覧ください。今回、指定管理者制度導

入施設３５施設のうち、利用料金制度を導入している施設、９施設が対

象となりましたが、中央福祉センター、体育施設につきましては損失が

生じませんでしたので、そのほかの７施設につきまして予算計上させて

いただいているところです。予算書の該当ですが、先ほど申しましたが、

２０ページ、２１ページ、２款総務費、１項総務管理費、３１目新型コ

ロナウイルス対策費、２２節補償、補填及び賠償金の補償金１２３万６，

０００円は、きららガラス未来館分です。２６ページ、２７ページの下

のほうにありますが、８款土木費の関係の補償金２５０万円につきまし

ては、山陽地区都市公園施設、小野田北部地区都市公園施設、小野田南

部地区都市公園施設、江汐公園、竜王山オートキャンプ場分になります。

これは都市計画課が管轄しておるところです。３２ページ、３３ページ、

１０款教育費、５項社会教育費の関係でページの真ん中辺りにあります
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が、補償、補填及び賠償金９７１万円につきましては、きらら交流館分

になります。これは社会教育課の担当となります。算出の根拠等の詳細

につきましては、それぞれ施設を所管する担当課から御説明させていた

だきます。 

 

石田文化スポーツ推進課長 それでは、企画課からの説明の中にありました、

きららガラス未来館分について、文化スポーツ推進課から御説明します。

補正予算書の２０、２１ページをお開きください。２款総務費、１項総

務管理費、３１目新型コナロウイルス対策費、２２節補償金としまして、

１２３万６，０００円計上しております。市の利用中止決定に基づき、

きららガラス未来館を休館しました令和２年３月４日から５月２４日ま

での期間における各月の収入及び支出両方の影響額を精査しましたとこ

ろ、収入減少の主なものとしましては、体験講座等の収入の減少が大き

く、支出減少の主なものとしましては、原材料の調達の減少がありまし

た。収入面での減少額と支出面での減少額、それぞれを算出しましてこ

れを相殺したところ、収入面での減少額のほうが１２３万６，０００円

上回ったため、その損失額を補償します。説明はいじょうです。御審査

のほどよろしくお願いいたします。 

 

髙松秀樹分科会長 ここだけの質疑を行いますので、委員の皆さん、この部分

に関しての質疑をお願いします。 

 

長谷川知司委員 基本的な考え方を聞くんですけど、この補償について、企画

課で説明されましたが、受けている業者側からの意見とかっていうのは

どのように聴取されましたか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 今回この数字を固めるに当たって、指定管理者と

の間で実際にどれくらい減収があったのか、掛からなかった経費はどれ

ぐらいあったのかという辺りを、指定管理者と所管課がかなり密に話し

合い、数字を固めていきました。という経緯がありますので、市が一方
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的に算出しているというわけではありません。 

 

伊場勇委員 この指定管理をお願いしているところから、こういった要望があ

ったんですか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 一部施設につきましては要望がありました。当初

３月に締めたときは、今になって思えばそんなに長くならないんではな

いのかという話もありましたので、対応をずっと決めかねておったんで

すが、５月まで掛かりましたので、指定管理者の要望等も踏まえて６月

議会というタイミングで補償金を計上させていただいたところです。 

 

髙松秀樹分科会長 収入減は、先ほど大きなところで体験講座っていう話です

が、ほかに収入減はあったんですか。さらに、この体験講座は収入減の

どのぐらいを占めていたのか。 

 

石田文化スポーツ推進課長 このきららガラス未来館の収入に占める割合なん

ですが、指定管理料が約７７％、利用料金等が約２３％になっておりま

す。収入の大半は、指定管理料を除けば、利用料金がほぼ全てでありま

すので、休館中は当然体験される方がゼロですので、この部分が減少と

なっております。 

 

髙松秀樹分科会長 全てが体験講座の減収によるということですよね。(「はい」

と呼ぶ者あり)分かりました。ほかありますか。 

 

水津治委員 対象期間が、きららガラス未来館においては３月４日から５月２

４日ということで、年度をまたがりますよね。そういった年度をまたが

るような会計の処理というのは特別考慮されなかったんでしょうか。 

 

和西企画部次長兼企画課長 先ほど申しましたとおり３月でコロナの対策を市

として閉館というのを決めたときに、３月いっぱいなら年度内というこ
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となので、出納閉鎖期間に対応していこうかとかいろんなことは考えて

おったんですが、そのままずっと５月までになりましたので、３、４、

５の間の部分を一遍にというか、６月議会で補償ということで計上させ

ていただいた次第です。 

 

山田伸幸副分科会長 きらら交流館の補償金額が９７０万円と大きいんですけ

ど（「それは後で」と発言する者あり） 

 

髙松秀樹分科会長 後です。ほかありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)なけ

れば、ここで文化スポーツ推進課の方は退席されて結構です。委員の皆

さんはこのまま続けますのでしばらくお待ちください。 

 

（文化スポーツ推進課 退席） 

 

髙松秀樹分科会長 それでは、次に高齢福祉課から説明をお願いします。 

 

麻野高齢福祉課長 一般会計補正予算のうち高齢福祉課分について御説明しま

す。２２、２３ページをお開きください。３款１項１０目１３節広報資

料制作委託料は、国の令和２年度補正予算において通いの場の活動自粛

下における介護予防のための広報支援が補助事業の対象となったことか

ら、ＤＶＤを制作する費用として９４万６，０００円を増額するもので

す。これに対する特定財源について御説明します。８ページ、９ページ

を御覧ください。最上段、介護保険事業費ですが、この事業の特定財源

として、総事業費９４万６，０００円の３分の２に当たる６３万円が介

護保険事業費補助金として歳入されます。次に事業内容について御説明

をいたします。住民運営通いの場は、歩いて行ける身近な場所において

地域住民が主体となり、継続して介護予防活動に取り組むことにより、

地域における介護予防の推進を図るとともに、高齢になっても住み慣れ

た地域で自分らしく暮らし続けることのできる地域づくりを目指すもの

です。本市においても平成２６年から取組を開始しており、現在市内の
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通いの場は８０か所を超えております。通いの場では主に介護予防に資

する運動等を行っておりますが、同時に交流の場としての役割もありま

す。本市のスマイルエイジングチャレンジプログラムでも交流促進の重

点事業として、住民運営通いの場の取組を位置づけております。しかし

ながら、今般の新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため５月２４日

まで活動自粛となっておりました。このような状況では、高齢者の閉じ

こもりや機能低下を引き起こすとともに、通いの場の活動再開も困難と

なり、これまでの地域との交流やつながりも弱まることが危惧されます。

現在は少しずつ活動再開へ向けた動きが見られておりますが、万が一、

今後再び活動自粛などの状況になれば、自宅で過ごす時間が増える高齢

者が増加することも十分考えられます。つきましては、活動自粛中の健

康を維持するため、自宅でできる運動などの情報、体操動画を高齢者に

提供することを目的にＤＶＤを制作し、介護予防活動を推進したいと考

えております。また、自粛終了後においても、地域で一緒に行う体操や

地域住民に対する通いの場や介護予防に関する広報資料として広く活用

していきたいと考えております。以上が、この度の補正予算の内容とな

ります。御審査のほう、よろしくお願いいたします。 

 

長井子育て支援課長 補正予算書の２２ページ、２３ページを御覧ください。

３款民生費、２項児童福祉費、１０目新型コロナウイルス対策費、１９

節負担金、補助及び交付金２，１７６万５，０００円のうち、私立保育

園副食費補助金１３０万７，０００円について御説明します。この事業

は、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、市内保育所を４月２１

日から４月３０日まで登園自粛とし、続く５月１日から５月２４日まで

臨時休園としました。この期間の３歳児～５歳児のおかず代、おやつ代

に充てられる副食費について、公立保育所においては、登園日数に応じ

て日割計算することとし、私立保育所については、各保育所が副食費を

徴収するため、その取扱いは各保育所に委ねましたが、いずれの保育所

も公立保育所と同じ取扱いとすることとなりました。副食費の食材は２

週間程度前までに計画発注することが必要であり、この度の登園自粛や
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臨時休園とする市の決定が急であったことから、各保育所は園児数の急

な減少に対応しきれず、食材が過発注となってしまいました。しかし、

登園自粛や臨時休園に応じた保護者からは副食費を徴収しないため、私

立保育所においては欠席児童の副食費相当分が保育所の損失となってし

まうことから、その損失部分を補塡するための補助金分を補正するもの

です。この事業の財源については、全額一般財源を充てることとしてい

ます。次に、同じく３款民生費、２項児童福祉費、１０目新型コロナウ

イルス対策費、１１節需用費、消耗品費２５０万円、１８節備品購入費、

庁用器具費４８５万円、園用器具費１７５万円、１９節負担金、補助及

び交付金２，１７６万５,０００円のうち新型コロナウイルス感染症対策

事業費補助金２，０４５万８,０００円について御説明します。この事業

は、新型コロナウイルス感染症対策として、市内の保育所及び子ども・

子育て支援事業計画に基づき実施している一時預かり等の事業を実施す

る保育施設等に対して、保育所は令和元年度と合わせて１か所当たり５

０万円を上限とし、一時預かり等の事業実施施設には１事業当たり５０

万円を上限とし、公立の施設に対しては感染症対策に必要な消耗品や備

品等を購入し、私立の施設に対しては感染症対策のために各施設が購入

した消耗品や備品等の購入費用に対し補助を行うための費用を補正する

ものです。これにより、各施設を利用する者が安全に利用できるよう環

境整備を行います。これらの事業の財源については、予算書８ページ、

９ページを御覧ください。１５款国庫支出金、２項国庫補助金、２目民

生費国庫補助金、２節児童福祉費国庫補助金３，００８万６,０００円の

うち、いずれも補助率１０分の１０の子ども・子育て支援交付金２，０

３５万円及び保育対策総合支援事業費補助金９２０万８,０００円を充

てることとしています。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願い

します。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 続きまして、健康増進課分について御説明し

ます。２４、２５ページをお開きください。４款衛生費、１項保健衛生

費、８目新型コロナウイルス対策費２５万５，０００円の増額は産後ケ
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ア事業を行う施設における新型コロナウイルス感染拡大防止対策事業及

び産前産後サポート事業のうち、妊産婦への育児用品等の支援に係る費

用を増額するものです。１１節需用費４万３，０００円の増額は、新型

コロナウイルスの感染拡大を防止するために産後ケア事業に要するマス

クや消毒液などの必要な物品を市内の産後ケア事業所に整備する経費及

び妊婦に対する育児用品などを支援として、国からの布マスクを配布す

るに当たり必要な消耗品分の経費です。１２節役務費２１万２，０００

円の増額は、妊婦への布マスク配布に必要な郵送料となります。これら

費用に係る歳入は８、９ページをお開きください。１５款国庫支出金、

２項国庫補助金、３目衛生費国庫補助金、１節保健衛生費国庫補助金１

５万９，０００円は、産後ケア事業を行う施設における新型コロナ感染

拡大防止対策事業に係る経費の全額、そして妊産婦への育児用品等の支

援に係る費用、いわゆる布マスク送付に係る経費の２分の１を国が負担

するものです。説明は以上です。御審査のほどよろしくお願いします。 

 

髙松秀樹分科会長 それでは質疑に入りますが、質疑は１つずつ行きましょう。

まず、高齢福祉課の説明について質疑を求めます。 

 

伊場勇委員 体操動画のＤＶＤを作成するということなんですが、内容として

ＤＶＤは何枚ぐらい用意するのか。どういった方にどう配るのか。そし

て誰が体操しているところを動画として作るのか教えてください。 

 

麻野高齢福祉課長 まず、ＤＶＤにつきましては、１，０００枚作成予定とし

ております。もし足りなくなれば、また増冊といいますか、追加で作る

ことは考えております。配布につきましては、基本的には通いの場の参

加者であろうと思いますけれども、それ以外にも広くＤＶＤが欲しいと

いう市民の方につきましても配布していきたいと考えております。動画

の出演につきましては、市の地域包括支援センターの職員を中心に出演

といいますか、その中で体操をしていきたいと考えております。ＤＶＤ

の制作、あるいは撮影そういうものは業者に当然委託していくよう考え
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ております。 

 

伊場勇委員 業者に委託するっていうことなので、すごくいいものができるん

だろうなと思うんですけど、オンラインでいろいろ動画サイトとか載せ

ていったほうが手っ取り早くどこでもその画像が見れたりするんじゃな

いのかなと思うんですが、その点いかがですか。 

 

麻野高齢福祉課長 失礼しました。動画は、市の公式サイト等にも載せてＰＲ

したいと考えております。ユーチューブに載せてＰＲしたいと考えてお

ります。 

 

吉永美子委員 ユーチューブとかに載せるということなので、何かが減額にな

っていましたけど、ほかのところですけど、我がまちの魅力発信とかロ

ゴマーク普及とかですかね。そういったシティセールスがなかなか今、

ぐっと進められないところがあるのではないかなって予想される中で、

ユーチューブとかで上げるんであれば、市の職員が動いてやるのであれ

ば、うちのロゴマークの啓発とかそういうのも合わせてされたほうが山

陽小野田市らしいものができるかなって思ったんですけど、そういうい

ろんなバージョンというのは可能なんでしょうか。要は何が言いたいか

というと、さっき伊場委員が言われたようにインターネットで見るとい

ろんなことやっていますよ。結構いろんな人がやっていて、それを自分

で引っ張って家で体操とかできる時代です。だけど、市の職員がやって

作るんでしょ。それであればうちの市の独自性をせっかくだからお金掛

けるんだからやったほうがいいじゃないですか。そういったロゴマーク

を後ろにあったり、何かを付けたり、何かこうアピールしたほうがいい

んじゃないですかっていう意見を言っているだけですが、いかがでしょ

う。 

 

麻野高齢福祉課長 御意見ごもっともなことだと思いますので、いろいろ工夫

をしながら作るようにしたいと考えております。 
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長谷川知司委員 お年寄りでＤＶＤを見れないような場合、紙ベースで壁に張

ってそれを見ながらするということも考えられるので、そういう紙ベー

スのこういう資料というのは作る予定はないですか。 

 

麻野高齢福祉課長 当然、ＤＶＤデッキがないとかインターネットができない

とかっていう方もいらっしゃるかと思いますので、紙ベースにつきまし

ても作っていきたいと考えております。 

 

吉永美子委員 今、出たんで思い出したんだけど、通いの場に来られる方とか

に配布したりするっておっしゃいましたね。ということは、今通いの場

も少しずつですけど密を防ぎながら始めていくっていうことになると思

うんですけど、通いの場が今８０か所以上あると。そこには基本的には

ＤＶＤが見れて、そこでまた体操ができる環境作りはちゃんとしてある

んですね。 

 

麻野高齢福祉課長 通いの場におきましては、基本的にＤＶＤを見ながら体操

するようになっておりますので、環境は整っております。 

 

山田伸幸副分科会長 ５月２４日まで自粛と言われたんですけど、これはそれ

ぞれの通いの場に対しても要請をしたんですか。自主的な運営をしてい

るところにもそういったことをお願いしたんですか。 

 

麻野高齢福祉課長 通いの場は住民運営ということで自主的な活動の場にはな

るんですけれども、新型コロナウイルスに感染すると重症化するリスク

の高い高齢者が中心であるということで、それぞれの通いの場の代表者

に自粛のお願いをさせていただきました。 

 

伊場勇委員 動画の委託料って幾らですか。 
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麻野高齢福祉課長 予算書に計上しております９４万６，０００円を事業費と

して考えております。今後、見積合わせなり入札等で減額になる可能性

もあります。 

 

伊場勇委員 この金額が全部ということなんですね。自分たちでも作れないこ

とはないんじゃないのかなあっていうふうに、これ言ったらいけないか

もしれないんですけど。これに全てそのＤＶＤの１，０００枚分とか全

てが入って全てをお願いするという形なんですね。 

 

麻野高齢福祉課長 出演者以外の制作に関わるものにつきましては、全て入っ

ております。 

 

髙松秀樹分科会長 これ、ちなみにこういう映像制作って市内業者でされると

ころがあるんですか。 

 

麻野高齢福祉課長 監理室の名簿にはありませんでしたので、見積りについて

は市外の業者から頂いております。 

 

山田伸幸副分科会長 そのＤＶＤは先ほどの話ですと、内容についてはユーチ

ューブにも上げるということなので、例えば、それをもらって通いの場

で人数分、例えば全員分ぐらいコピーして自分たちで使うというのも可

能なんですか。 

 

麻野高齢福祉課長 それも可能だと考えております。 

 

髙松秀樹分科会長 著作権とか大丈夫ですか。 

 

麻野高齢福祉課長 著作権は市に帰属させるように考えております。 

 

髙松秀樹分科会長 いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)なければ次行きまし
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ょうね。児童福祉費、副食費の補助金とかの説明がありました。これに

ついて質疑を求めます。 

 

吉永美子委員 私立保育園副食費の補助金なんですが、先ほど御説明があった

臨時休園したり登園自粛したりで２週間前までに発注が必要で過発注と

なったとか、そういったところは、要はこれだけ現実にはマイナスにな

りましたっていうことを私立の保育園から積み上げていただいた全額が

１３０万７，０００円なんでしょうか。 

 

長井子育て支援課長 私立の保育園にはこれから損失額をお伺いしますので、

今、予算に計上しております額は、副食費分４，５００円を該当児童数

に掛けたものです。 

 

宮本政志委員 ちょっと関連しますけど、ということは、市内の私立保育園、

さっき消耗品費の方は５０万円とおっしゃって２５０万円ですから、五

つってことですかね。私立の保育園の数を教えてください。 

 

長井子育て支援課長 副食費に関して対象となる私立の保育園は１２園です。 

 

宮本政志委員 先ほどの４，５００円は、おかずとおやつ代と両方合わせてと

いうことですか。それで今の人数を予定して掛けてこの額が出ています

よということですか。ということは減ることもありますよね。(「はい」

と呼ぶ者あり) 

 

山田伸幸副分科会長 一時預かりをする保育所っていうか家庭的って言われて

るところだと思うんですけど、何箇所ぐらいあるんですか。 

 

長井子育て支援課長 私立の保育所が６か所です。公立の保育所が３カ所です。 

 

髙松秀樹分科会長 ６か所と３か所ですか。 
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長井子育て支援課長 ６か所と３か所です。 

 

山田伸幸副分科会長 いわゆる家庭的と言われている、そういう保育事業を行

うところはこれには含まれていないということですか。 

 

別府子育て支援課主幹 家庭的保育事業所は基本的に３歳未満のお子さんを預

かりますので、ちょっと副食費の取扱いが異なっておりまして、私立保

育所は３歳以上の方は現金で副食費を徴収しますが、家庭的保育事業所

については保育料という形で副食費を徴収しております。ちょっと取扱

いが違います。 

 

髙松秀樹分科会長 ほかないですか。なければ次の保健衛生費分ですね。これ

について２４、２５ページです。これについて委員の皆さんの質疑を求

めます。 

 

吉永美子委員 妊産婦への布マスクの配布についてお聞きしたいんですけど、

これは全国で、まだ全部終わってないのかな、いわゆるアベノマスクと

言われているあれとは全く別のものが配られるんですか。あの２枚足す

これですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 いわゆる全世帯に配られるものとは別に、妊

婦に対して１人、月に２枚程度送付されるものになります。 

 

吉永美子委員 その妊婦に配られるものっていうのは、今のアベノマスクとは

全く違うものなのか、要は妊婦に配慮したものになっているのか。それ

から、これから暑くなります。暑くなっていくとマスクをしていること

自体にリスクがあったりするけど、その辺の配慮はどのようになってい

るんですか。 
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尾山福祉部次長兼健康増進課長 見た目で申せば、まずアベノマスクというか、

同じようなマスクになっております。恐らく、夏仕様だとかというよう

な配慮は特になされていないと思っております。 

 

吉永美子委員 逆に、この時期にとちょっと思うんですけど。ちょっと前まで

だったら本当にマスクが足りないで、名前を言っちゃあいけんけどよく

あるお店とかでも、ありません、ありません、ありませんでしたけど、

だんだんだんだん状況も変わってきていますよね。この時期になって妊

婦に別で配る意味って何があるんですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 ただ、このマスクに関しましてはもう国のほ

うから決められて、原則月２枚をということで送られてくるものになっ

ております。ただ、一時中断の期間もございましたが、この間に希望さ

れる妊婦に対してとなりましたので、一応こちらで全妊婦に希望を確認

させていただいて、必要と言われる方に送付させていただく予定です。 

 

宮本政志委員 今、全妊婦は何人ですか。 

 

古谷健康増進課健康増進係長 妊娠届出の間に途中で出産される方がおられる

ので、大体の数になるんですけど、月に２２０人ぐらいです。 

 

宮本政志委員 要望される方の予想は大体どれぐらい見てらっしゃいますか。 

 

古谷健康増進課健康増進係長 電話で確認を行った方、妊娠届出時に確認を行

っているんですが、約８割の方が希望されています。 

 

宮本政志委員 それと先ほどの消耗品費のマスクと消毒液の整備と今のこの布

マスクということですよね。布マスクは月に２枚で今２２０人の８割の

計算でこれに入っているということでしょ。 
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古谷健康増進課健康増進係長 消毒液とかっていうのは、産後ケア事業を行う

施設に対する支援ですので、妊婦への布マスクとは別の事業です。 

 

宮本政志委員 この消耗品費の中には、その布マスクは入ってないということ

ですか。 

 

古谷健康増進課健康増進係長 消耗品は妊婦へ布マスクを送るときに、併せて

資料を送ったり同封したりするので、その紙代で取っているようなもの

です。 

 

宮本政志委員 運搬費は郵送料とおっしゃいましたよね。それがこれだけ２１

万２，０００円も掛かるんですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 まず、消耗品費の中には二つの事業が含まれ

ております。先ほど申しましたように、産後ケア事業に関するほうが３

万７，０００円で、今御質問のあるマスクに関する消耗品が今申しまし

たように紙代等で６，０００円となります。この通信運搬費につきまし

ては、布マスク、一応これ１０か月分の郵送料となっておりますので、

毎月送付しますのでこの金額となります。 

 

宮本政志委員 布マスクはさっき月に２枚の約２２０人の要望が恐らく８割だ

ろうの１０か月分ということ。その郵送料としてこの通信運搬費で２１

万２，０００円出していますよと。(「はい」と呼ぶ者あり)紙を送るだ

けで６，０００円のものを２１万２，０００円も掛かって郵送料を掛け

ちゃってんかなと思って。そうじゃないね。(「はい」と呼ぶ者あり) 

 

伊場勇委員 産後ケア事業を行う施設は市内にどれぐらいあるんですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 訪問型と滞在型が２種類ありますので、全部

で３か所あります。 
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伊場勇委員 ３か所、ちょっと教えてもらっていいですか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 山陽小野田市民病院と山口労災病院、それと

訪問型のみ個人でされている助産師がいらっしゃいます。 

 

伊場勇委員 コロナ対策費ということなんですが、産後だったり妊婦に対して

はいろいろ補助がある中で、今、不妊治療をしている方に対して、医学

会からコロナの状況で不妊治療はしないでくれとストップが掛かってい

ると思うんですが、そういった方々に対して、先ほど１０万円の給付の

ところに感染対策に高度な配慮が必要な出産に大きな精神的負担があっ

たっていう文言もありますけど、不妊治療をされている方にもそういっ

た配慮は必要ではないのかなと思うんですが、そういった議論はされて

ますでしょうか。 

 

尾山福祉部次長兼健康増進課長 現在、不妊治療をされている方の申請手続の

延期等の取扱いはありますが、マスクだとかそういう衛生費については、

協議はしておりません。 

 

髙松秀樹分科会長 いいですか。(「はい」と呼ぶ者あり)ないようですので、

ここで職員入替えをします。暫時休憩で５５分に再開します。それでは

休憩します。 

 

 

 

 

 

髙松秀樹分科会長 それでは休憩を解いて再開します。最初に発熱外来につい

て報告があるということですので、報告をまず求めたいと思います。 

 

午後２時４６分 休憩 

午後２時５５分 再開 
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尾山福祉部次長兼健康増進課長 発熱外来の件で一点御報告を申し上げます。

現在、感染者も県内で新たに発生していない状況ですし、国の緊急事態

宣言も解除されて、もう３週間以上たとうとしております。そこで、医

師会とも協議をして、一応、発熱外来を６月２０日をもって一旦休止し、

そして、２２日からは平常どおり平日夜間急患診療に切り替える予定に

しております。ただし、これがこの期間中に新たな患者の発生等があり

ましたら、また至急、医師会と協議を始めて、再考するという形になっ

ております。以上、御報告です。 

 

髙松秀樹分科会長 ということですので委員の皆さん、是非御了解いただきた

いと思います。なら結構です。ありがとうございました。 

 

（健康増進課 退席） 

 

髙松秀樹分科会長 それでは、議案審査に入ります。続きまして、建設部都市

計画課から説明をお願いします。都市計画課の質疑が終わりましたら退

席していただきたいと思います。それでは、説明をお願いします。 

 

髙橋都市計画課長 それでは、都市計画課から説明させていただきます。補正

予算書の２６ページ、２７ページを御覧ください。また、お配りしてお

ります資料１、資料２も併せて御覧ください。今回の補正は、８款土木

費、５項都市計画費、５目新型コロナウイルス対策費２５０万円を増額

補正するものです。２２節補償、補填及び賠償金、補償金２５０万円の

増額につきましては、指定管理施設であります山陽地区都市公園他施設、

小野田北部地区都市公園施設、小野田南部地区都市公園他施設、江汐公

園、竜王山公園オートキャンプ場の５施設の合計金額です。それでは、

５施設について個別に説明させていただきます。始めに、山陽地区都市

公園他施設についてですが、有料公園施設はありませんが、利用中止に

した施設としては無料で利用できる糸根公園のキャンプ場があります。

山陽地区は、草刈り等の維持管理が主な業務となっていますが、維持管
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理は通常どおり行いましたので、支出面での影響はありませんでしたが、

収入面では自動販売機の売上げとその電気料金の減少がありましたので、

その減少額１万４，７７１円を補償します。次に、小野田北部地区都市

公園施設についてですが、この地区についても草刈り等の維持管理は通

常どおり行いましたので、支出面での影響はありませんでしたが、利用

中止にした施設としましては、須恵健康公園体育館、東沖緑地庭球場、

須恵健康公園庭球場、若山公園野外ステージ、縄地ケ鼻公園バーベキュ

ー施設がありましたので、収入面では、それらの利用料と自動販売機の

売上げとその電気料金の減少がありましたので、その減少額４０万１，

４０９円を補償します。次に、小野田南部地区都市公園他施設について

ですが、この地区についても草刈り等の維持管理は通常どおり行いまし

たので、支出面での影響はありませんでしたが、利用中止にした施設と

しましては、竜王山公園多目的施設研修室と浜河内緑地庭球場がありま

したので、収入面では、それらの利用料と自動販売機の売上げとその電

気料金の減少がありましたので、その減少額１６万４，６２９円を補償

します。次に江汐公園についてですが、庭球場、キャンプ場、管理棟講

義室、遊具があります冒険の森を利用中止としたため、収入面につきま

しては、それらの利用料、管理棟内の売店売上げ、自動販売機の売上げ

とその電気料金の減少額が合計して４６７万６，００２円となりました。

支出面では、主には売店従事者と維持管理従事者の出勤日数が減ったこ

とや売店営業に関する原材料費の仕入れ減などによる減少額が合計して

３３６万６，０２９円となりました。よって、収入減少額から支出減少

額を引いた１３０万９，９７３円に消費税相当額を加えました１４４万

９７０円を補償します。最後に竜王山公園オートキャンプ場についてで

すが、収入面につきましては、主にはキャンプサイトとトレーラーハウ

スの利用料、管理棟内の売店売上げ、自動販売機の売上げとその電気料

金の減少額が合計して、２０３万８，３０８円となりました。支出面で

は、施設従事者と宿直従事者の出勤日数が減ったこと、光熱水費の減少、

売店営業に関する原材料費の仕入れ減などによる減少額が合計して、１

６０万３，６８４円となりました。よって、収入減少額から支出減少額



31 

 

を引いた４３万４，６２４円に消費税相当額を加えました４７万８，０

８６円を損失額として補償します。以上が５施設についての説明となり

ますが、この５施設の補償額の合計が２４９万９，８６５円となり、２

５０万円を補償金として計上させていただきました。説明は以上です。 

 

髙松秀樹分科会長 まず、この部分についてのみ質疑を求めたいと思います。

いかがでしょうか。 

 

藤岡修美委員 小野田北部地区都市公園施設で、支出が、例えば５月、３４万

４，２９０円。これ、増えているっていうのは、何か特別な理由があっ

たんですか。 

 

髙橋都市計画課長 ちょっとお待ちください。これはですね、人件費…（「挙

手をお願いします」と発言する者あり）よろしいですか。これにつきま

しては、維持管理については、先ほど説明しましたとおり通常どおり行

ったんですが、この維持管理につきましては、月ごとに毎年同じ人役が

掛かっているという状況ではない関係で、人件費が少し増額していたと

いうことになります。 

 

山田伸幸副分科会長 江汐公園のことなんですけど、管理棟で売店業務をして

いたんですけど、これについては、自己責任ということで見ないという

ことなんでしょうか。 

 

髙橋都市計画課長 自己責任で見ないというのは。ちょっとすいません。どう

いった・・・。 

 

山田伸幸副分科会長 この中にその売店部分が入っていないと思うんですけど。

自販機はありますけどね。売店でうどんとかいろいろ売っていますけど、

それらも全部自粛になっていたと思うんですが、それはこの補償には入

らないということなんですか。 
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髙橋都市計画課長 売店の売上げ等も考慮しております。 

 

髙松秀樹分科会長 ほかありますか。これ、自販機の売上げで、計算していっ

て１．１、消費税分掛けるじゃないですか。これ、自販機の消費税分っ

て後で掛けるようになるんですかね。 

 

髙橋都市計画課長 この指定管理者制度の料金につきましては、個別で消費税

をオンとするわけではなくて、最終的な金額に対して、最後に消費税相

当額をオンして決めるということになります。 

 

髙松秀樹分科会長 ダブルで消費税が掛かっている計算ではないということで

すか。（「そういうことです。」と呼ぶ者あり）ほかありますか。なけ

れば、この部分の質疑を終わりまして、都市計画課の退席を求めたいと

思います。お疲れ様でした。 

 

（都市計画課 退席） 

 

髙松秀樹分科会長 それでは、続きまして、教育委員会社会教育課分の説明を

お願いします。 

 

平中中央図書館副館長 予算書３２ページ、３３ページを御覧ください。１０

款教育費、５項社会教育費、９目新型コロナウイルス対策費のうち、１

８節備品購入費１１３万４，０００円の増額について御説明します。新

型コロナウイルスの影響により、市内各図書館も長期間の臨時閉館を余

儀なくされました。現在は、様々な制約を設けながら開館しております

が、来館者の出足は芳しくありません。安心して来館していただくため

に、現在、中央図書館にのみ１台設置しております図書消毒器の厚狭図

書館への新規購入と、中央図書館への追加購入を考えております。予算

は１台につき３１万７，０００円、２台で６３万４，０００円となりま
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す。さらに、新型コロナウイルス等に関する最新かつ、より多くの知識、

情報提供し、市民の暮らしに役立てるため、関連図書資料の購入費用５

０万円を予算計上しております。財源は、いずれもふるさと支援基金の

一部を活用させていただきたいと考えております。歳入の予算書は１０

ページ、１１ページになります。 

 

舩林社会教育課長 続いて同じく３２ページ、３３ページの２２節補償、補填

及び賠償金について御説明を申し上げます。これにつきましては、指定

管理施設きらら交流館の休館に伴います減収補塡です。１０款教育費、

５項社会教育費、９目新型コロナウイルス対策費、２２節補償金に９７

１万円を計上しております。きらら交流館は、新型コロナウイルスの感

染拡大防止措置として、市が利用中止を決定したことに伴いまして、令

和２年３月４日から５月２４日まで休館しました。それにより、当初見

込んでおりました利用料金収入が減少したことにより、損失が生じてお

ります。そのため、協定のリスク分担表に基づき、これを補償するもの

であります。補償金額の算出につきましては、利用中止決定に基づき休

館しました３月４日から５月２４日までの期間における各月の収入及び

支出、両方の影響額を精査いたしました。このうち、収入減少となった

主なものとしましては、入浴―お風呂とレストラン、宿泊などがあり

ました。一方で、収入減少だけではなく支出の減少となったものもあり、

主なものとしては、光熱費、消耗品、賃借料、レストランの売上原価な

どがありました。収入、支出とも現在の指定管理委託料算定時の見込額

と今回の実績額との比較を行い、収入面での減少額と支出面での減少額、

それぞれを算出し、それらを相殺した上で、なお発生した損失として、

補償額を算出しております。少し具体的に御説明を申し上げたいと思い

ます。お手元の資料２を御覧いただきたいと思います。資料２の７番、

きらら交流館のところですが、その中の３月のところで説明させていた

だきますと、収入の当初見込み額は８６６万４，２２６円。これに対し

まして、コロナの影響で休館した後の実績としては６３万１，４３７円、

差し引きで８０３万２，７８９円の収入が減少となっております。一方
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で、支出につきましては、当初の見込額が、１，０４０万３，８４０円

で、実績が６３３万４，２９５円。差し引きで４０６万９，５４５円の

減少となっております。４月、５月も同様にして算出し、３月から５月

までの合計で、収入の減少分が２，１３８万５，３７３円、支出の減少

分が１，２５５万８，７７８円となり、その差し引き額８８２万６，５

４５円に消費税相当分を掛けて、９７０万９，２００円が今回の補償額

となっております。説明は以上です。 

 

髙松秀樹分科会長 続きまして、学校教育課から説明をお願いします。 

 

山本学校給食センター所長 学校臨時休業対策費補助金事業です。補正予算書

の３３ページをお開きください。１９節１９１万５，０００円。学校臨

時休業対策補助金の事業です。これにつきましては、本年３月、新型コ

ロナウイルス感染症の影響に伴いまして、市内小中学校が臨時休業しま

した。その際に、学校給食用物資納入事業者等が既に発注した給食食材

費の費用の一部を補助する事業です。新型コロナウイルス感染症対策予

防のため３月２日から春休みまで臨時休業となったことに伴いまして、

学校給食の提供につきましても同様に休止となりました。その影響を受

けまして、既に発注済みでした学校給食食材におきまして、当市におき

ましてもキャンセル費が発生しました。このキャンセル費につきまして

は、そのまま学校給食費で対応しますと、児童生徒の保護者の負担とな

ってしまいますので、代わって学校設置者である市が納入業者に対して

経費の補助を行うことにより、保護者負担の回避を図るものです。資料

１を御覧ください。財源としましては、国の補助事業、学校臨時休業対

策費補助金の事業を活用します。資料１の事業なんですが、補助の割合

としましては、４分の３が国庫補助、４分の１が地方負担となっており

ます。これに係る歳入の予算の説明です。補正予算書１０ページ、１１

ページを御覧ください。１０節教育費雑入１４３万５，０００円、学校

臨時休業対策補助金ということで１４３万５，０００円ほど増額するも

のとなっております。説明は以上です。 
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髙松秀樹分科会長 全ての説明が終わりました。質疑については、一つずつ行

きましょう。都市計画が終わりましたので、社会教育課分についての質

疑を求めます。 

 

松尾数則委員 中央図書館の話がありましたけれど、私、行って貸出ししてい

ただくとき、全部消毒して出していただいているんですが、コロナって

いうのは、１週間も置いていたらたら自然と消えるという話も聞いたん

ですが、そういう消毒がやっぱり必要なんですか。 

 

山本中央図書館長 今現在、どういう対応しているかと申しますと、貸出しに

ついては、貸出しの本にウイルスが付着してはいけないので、それを除

菌ボックスを用いて除菌するということと、それから手作業で表面をふ

いて、それで除菌してお貸しするということをしております。また戻っ

てきた本についても、そのような作業して、万が一、菌が付着すること

のないように、目に見えないものですから、そういうことに配慮してや

っているところです。 

 

松尾数則委員 それでは、館長の考えとしては、そういう作業は是非とも必要

だというようなお考えなんでしょうか。 

 

山本中央図書館長 そのように考えています。全国の図書館でもやはり消毒器

を導入して、そういう作業をして手続の上、本を貸し出しているという

ところが大半じゃないかなと考えております。 

 

松尾数則委員 それに付け加えて図書購入費なんですが、確かにいろんな新し

い本が入っています。ただ、これは山陽の本もこれは当然含まれている

図書購入費なんですか。 

 

山本中央図書館長 ５０万円のこのコロナ対策で購入する費用につきましては、
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一応中央図書館で購入するということで考えております。 

 

山田伸幸副分科会長 消毒器は、今のコロナまん延期でなくても、通常もやっ

ぱり必要な措置ではないかなと思っているんですけれど、そういうお考

えはありますか。 

 

山本中央図書館長 中央図書館に消毒器が１台あるんですけれども、その消毒

器については、従来、病院に持っていくために消毒器を用いていたんで

すね。それがたまたま、このコロナの感染拡大によってそちらに使える

ということで今使っているところですので、今回また新規にもう１台と

いうことは、貸出しの量からして１台ではちょっと追い付かないなとい

うことがありまして、追加で購入させていただけたらと考えておるとこ

ろです。 

 

山田伸幸副分科会長 その消毒器の場合、時間的にはどれぐらい掛かるんでし

ょうか。同時に何冊ぐらいできるんでしょうか。 

 

山本中央図書館長 ４５秒掛かるんですけれども、本のサイズによりますけど、

そんなに大きな消毒器ではありませんので、五、六冊ぐらいが入るんじ

ゃないかなと思います。 

 

吉永美子委員 今回、コロナに関する図書を新規に購入したいっていうことな

んですけど、それはいいことだと思うんですが、要は見られて、この本

を市民に見てもらうといいよねっていうところで積み上げて５０万円に

なったのか、５０万円という予算の中で買える部分を買おうとしておら

れるのか。考え方はいかがでしょうか。 

 

山本中央図書館長 ５０万円という金額を頂いて、それで新刊の中からコロナ

関係の本をリストアップさせていただきました。そうすると、この一、

二年で出版された本、その分がほぼ補えるかなと考えています。 
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吉永美子委員 そうすると、やはりこの本を新刊としてこれを買いたいという

ところで積み上げて５０万円になったっていうことですか。 

 

山本中央図書館長 そうですね。ただし、高額な専門書は除いています。 

 

宮本政志委員 ちょっと消毒器に戻りますけど、１台、３１万７，０００円っ

ていうと割と大っきいんですが、その機械って。 

 

髙松秀樹分科会長 どういう機械かちょっと簡単に説明をお願いします。 

 

山本中央図書館長 電子レンジのような大きさが。それをちょっと大きくした

ぐらいですね。中に棚がありまして、棚の中に本を置くと。紫外線を当

てることで消毒をするものになります。 

 

宮本政志委員 それによって、職員の方がけがをするリスクっていうのはない。

大丈夫よね。 

 

山本中央図書館長 それはほとんどありません。 

 

髙松秀樹分科会長 ほかありますか。社会教育課関係、きらら交流館の件も。 

 

山田伸幸副分科会長 先ほどの説明の中で、利用者が開館しても少ないという

ことなんですけど、大体、どの程度、対前年比とか数値とか出しておら

れますか。 

 

髙松秀樹分科会長 図書館の話ですか。はいどうぞ。 

 

山本中央図書館長 大体４割減ぐらいですね、例年に比べて。県内の図書館調

べてみますと、約半減しているとどこの図書館もおっしゃっているので、
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やはりそういうことかなと思っています。やはり規制が働くんじゃない

でしょうかね、図書館に出掛けるということの。そう考えております。 

 

山田伸幸副分科会長 多数の方が出入りされるということで、入り口には、当

然、消毒液等も置かれていますし、受付のところもいろいろ対策を取ら

れているんですけれど、来られる利用者さんの御意見とか、そういった

ものは何か上がっているでしょうか。 

 

山本中央図書館長 特に厳しい御意見などはないように聞いています。マスク

着用は必ずしていただくということなんですけど、１名、２名、マスク

なしでは入ろうとされる方がいらっしゃったんで、それはちょっとマス

クがないと入れませんよということでお断りしたりしています。特に御

意見などは今のところは伺っておりません。 

 

山田伸幸副分科会長 ＤＶＤなんかの視聴も今されているんですか。それはで

きないような。３０分とか、入館時間を制限しているっていうんであれ

ば、もう、貸出しをするけれど、そこで視聴できないというような感じ

なんですか。 

 

山本中央図書館長 ３０分制限というのはもう解きました。今掲示しています

のは長時間の滞在を御遠慮くださいという形でメッセージを発していま

す。席も半分ぐらいは使えるようにしていますので、席に座って本を読

んだり調べものをしたり、そういうことはされています。 

 

山田伸幸副分科会長 私も地域で自治会の関連をしていると、この時期は図書

館に行って、冷房の中でゆっくり過ごしたいという方もいらっしゃるん

ですよ。これはどうしても、自宅で過ごすよりはそのほうがいいという

ふうに判断されて行かれている方が多いんですけど、では今かなり席と

席の間を空けてそういった要望に応えられるようにはなっているという

ことでよろしいんですね。 
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山本中央図書館長 そのようにしております。全部、通常どおりだと２５０席

ぐらい席があるんですけれども、今御利用できるのか１２０席、約半分

ぐらいになるんですね。長時間の滞在を御遠慮くださいということも密

にならない程度ということで、そういうことで御理解いただいて、何時

間とかいうことは特に決めているわけではありません。 

 

藤岡修美委員 きらら交流館。支出がかなりの落ち込みなんですが、これはや

っぱりお風呂の関係の水道代とか燃料代とかそういう関係の減少と考え

ていいいんですか。 

 

船林社会教育課長 支出につきましては、パーセントで言いますと、売上原価

が約１８％、人件費が３３％、需用費等が２７％、施設管理の維持費が

１４．５％、支出に関してはそういった状況です。それらでほとんど８

割の支出ということになっております。 

 

髙松秀樹分科会長 入りの減少で風呂がどのぐらいあったかっていうことです。

お風呂の料金等が収入減になっていますよね。それがどのぐらいかとい

うことです。 

 

船林社会教育課長 収入の減少ですね。お風呂に関しては３月、４月、５月の

合計でお風呂の減少が約７５０万円。レストランの減少が８５０万円、

あとは売店の減少が２１０万円、その他も含めて全部で２，１００万円

程度ということになっております。 

 

伊場勇委員 きらら交流館は、４月は丸々休館なんですが、４７万５，８３２

円の収入があるんですが、これは主な内訳はどういったものなんでしょ

うか。 

 

船林社会教育課長 レストランが使用できなかったんですけども、途中４月１



40 

 

３日から弁当を作って宅配をされるというサービスをされまして、市役

所にも入ったんですけれど、ほとんどがその売上げとなっております。 

 

髙松秀樹分科会長 ほかよろしいですか。なければ、次の学校臨時休業対策費

補助金について、つまり、学校教育課分についての質疑を求めます。 

 

吉永美子委員 この度、歳出として１９１万５，０００円なんですが、これの

中身の内訳を教えていただいていいですか。 

 

山本学校給食センター所長 ３月休業に伴いまして、給食センターの納入業者

にキャンセル費が発生するかどうかと問合せをしました。ほぼ経費は掛

からないという御回答いただいたんですが、パンの製造会社と牛乳製造

業者から申出がありました。パンの業者に対してが７１万７，０００円

です。牛乳の製造業者についてが１１９万６，０００円です。 

 

吉永美子委員 そうすると今頂いた資料の中で、要は給食費については、保護

者には返金をされたと思うんですが、そういった際のここに書いてある

補助対象経費ですね。これは手数料等が掛かっていなくて、だからパン

業者と牛乳業者に対してのお金を払った分が全てということですか。 

 

山本学校給食センター所長 そのとおりです。 

 

吉永美子委員 返還するためのお金は掛かってないんですか、保護者に。保護

者に給食費のお返しを当然するわけじゃないですか。そういうときの経

費とかは掛からなかったんですか。 

 

山本学校給食センター所長 各学校で給食費については管理されております。

当然、３月給食はありませんでしたので、精算されて保護者に戻したと

思うんですが、この事業の活用をするということは各学校から申出があ

りませんでしたので、この予算の中には入ってないということです。 
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吉永美子委員 各学校で何とか中で対応されたんでしょうね。その辺までを教

育委員会はつかんでおられないんでしょうね。この頂いた資料の衛生管

理の改善事業っていうことで、そういったことは、山陽小野田市として

は事業者に対してしておられないっていうことですか。これはする予定

はないんですか。 

 

山本学校給食センター所長 当市にもパンの製造業者、給食の提供されている

業者があります。その業者に確認したところ、２の事業、衛生管理改善

事業につきましては、活用しないという御回答を頂きました。 

 

吉永美子委員 麺はどうなっているんですかね。市内業者が入れていないんで

すか。 

 

山本学校給食センター所長 当市の学校給食センターには納品はありません。 

 

髙松秀樹分科会長 これはそもそもこのパンと牛乳って業者に直接支払してい

るんじゃないんでしょ。学校給食会の話でしょ、これ。 

 

山本学校給食センター所長 失礼しました。パンについては、県の学校給食組

合です。牛乳は山口県酪です。 

 

宮本政志委員 キャンセル料率みたいなやつは決まっているんですか。 

 

山本学校給食センター所長 ２社とも牛乳もパンも製造に係る加工賃というこ

とです。材料費を除いたものということです。 

 

宮本政志委員 それは契約かなんかを交わして、そういう書面かなんかにちゃ

んとうたってあるということなんですか。 
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山本学校給食センター所長 この加工賃の補助につきましては特段、契約では

交わしていない事項ではありますが、契約書に載っていないというか、

うたっていない事項につきましては、その都度協議というものがありま

すので、この度も協議させていただきました。 

 

宮本政志委員 パンと牛乳以外の方は先ほどキャンセル料は発生しなかったと

おっしゃったけど、そういうことでいいんですか。 

 

山本学校給食センター所長 そのとおりです。 

 

宮本政志委員 じゃあキャンセル料をもらわれてないところは協議で、いいで

すとか払いません、あるいは協議で払ってください、分かりましたって

いう形になったということですか。というのが全部キャンセル料を払っ

てあげたほうがよかったんじゃないですか。 

 

山本学校給食センター所長 ３月のときに、センターが確認したときにはキャ

ンセル料が発生しないという御回答を頂きましたので、協議をしてない

ということです。 

 

髙松秀樹分科会長 そのキャンセル料が発生しないんじゃなくて商取引が成立

していないんでしょ、そのときはまだ。だからお金を払う必要はないと

いう話じゃないんですか。 

 

山本学校給食センター所長 済みません。そのとおりです。 

 

髙松秀樹分科会長 ３月何日から春休みまでと言っていましたか。 

 

山本学校給食センター所長 ３月２日から３月２４日です。 

 

髙松秀樹分科会長 何日分の給食になりますか。 
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山本学校給食センター所長 パンにつきましては毎週水曜日と金曜日というこ

とで、６日分。牛乳については１７日分ということです。 

 

髙松秀樹分科会長 ちなみにこのキャンセルということは商品が入ってきてい

ないんですけど、この入ってこない商品はどうなっているんですか。 

 

山本学校給食センター所長 製造されていないものと解釈しております。 

 

髙松秀樹分科会長 製造されていなくてもお金を払わなくてはいけないという

ことなんですね。 

 

吉永美子委員 ごめんなさい、理解度がなくて。さっき麺のことを聞いたとき

に何て・・・子供たちに給食のときに麺類はないんですか。 

 

山本学校給食センター所長 うどんとかスパゲッティとかの麺類ですが、その

キャンセル料は発生しなかったということです。 

 

吉永美子委員 キャンセル料じゃなくて衛生管理改善事業というところで聞い

たら、パン業者に聞いたらこの事業はしませんということやったけど、

麺はどうなんですかって聞いているんです。キャンセルじゃありません、

衛生管理の改善事業。 

 

山本学校給食センター所長 麺につきましても、この衛生管理改善事業の活用

はないということです。パンの事業者にも確認しましたが、ないという

ことです。 

 

吉永美子委員 私が理解をしてないかもしれませんが、実はこのコロナ対策の

特別委員会で意見交換会をやったときに、麺の製造業者さんからマスク

が今大変高くて、替えないといけないから大変って言われたんですよ。
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だからこれってマスクとかの消耗品のあれとかも何か応援するよみたい

に見えるので、そういう応援してくれという声はなかったんでしょうか

っていうこと。市内の業者さんが麺類を入れているんじゃないんですか、

山陽小野田市の給食センターに。 

 

山本学校給食センター所長 市内の麺の製造業者からは納入はありません、セ

ンターのほうに。 

 

吉永美子委員 極力地元の業者を使うと思っているので、そういう製麺されて

る業者さんとか使わないんですか。他市を使うんですか。 

 

山本学校給食センター所長 学校給食の物資につきましては、登録制を取って

おります、事前に。その登録業者に市内の麺の製造業者が入っていない

ということです 

 

吉永美子委員 登録しませんかって投げ掛けをして、来なかったということで

すね。 

 

山本学校給食センター所長 そのとおりです。 

 

髙松秀樹分科会長 補助金っていうのはここにも資料があるように、文科省か

らこういう形で学校給食会の扱い、パンなんですけど、それとか県酪な

んですが、そういうものについてはキャンセル料を支払う等の事業補助

をするということだと思います。今問題になった青果物等については給

食センターが各々キャンセル料が発生しますかという問合せをしている

はずなんです。もちろん発注してない場合には、キャンセル料は発生し

ませんという返事があったということでそこは発生していないと。そこ

で私が申しましたように、キャンセル料をこれだけ払っているんですけ

ど、そのパンと牛乳は一体どこ行ったんだっていうことを純粋に思った

んですけど、そういうふうな構図にはなっていないという説明だったと
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いうことです。だから、青果物もキャンセル料が発生するんであれば、

教育委員会としてはお支払をするつもりだったんですけど、それがない

ということだったと。麺については市内業者が参入希望していないとい

うことで今こういう状況になっているということなんですね。いいです

か、本当に皆さん。それではこれで一応審査は全部終わりましたよね。

分科会なので質疑でとどめて、あとは全体会でやろうと思います。それ

では、ここで新型コロナウイルス感染症対策分科会を終了いたします。

皆さんお疲れ様でした。 

 

午後３時３８分 散会 

 

令和２年（２０２０年）６月１０日 

 

一般会計予算決算常任委員会 

新型コロナウイルス感染症対策分科会長  髙 松 秀 樹 


